
資料　６

令和４年度国民健康保険特別会計　歳入歳出見込【歳入】
R４収支見込

（単位:千円）

432,888

432,880

医療(現年) 267,988

後期(現年) 128,147

介護(現年) 34,571

医療(過年) 1,261

後期(過年) 621

介護(現年) 292

8

医療(現年) 2

後期(現年) 1

介護(現年) 1

医療(過年) 2

後期(過年) 1

介護(現年) 1

督促手数料 150

2

災害臨時特例補助金 1

国民県保健制度関係業務事業費補助金 1

1,659,018

県補助金 保険給付費等交付金（普通）※ 1,631,142

保険給付費等交付金（特別）※ 27,876

基金利子 22

199,352

保険基盤(保険税分) 80,360

保険基盤(保険者分) 47,132

未就学児均等割繰入金 917

人件費 30,134

出産一時金 4,480

財政安定化 36,329

計 199,352

0

1,000

9,516

2,001

715

6,800

2,301,948

37,344

内　　容 説　　明

国保税 国保事業に要する費用に充てられるための徴収金です。

一般分 （一般被保険者分）

徴収金のうち医療給付分に充てられるものです。

徴収金のうち後期高齢者支援金分に充てられるものです。

徴収金のうち介護納付金に充てられるものです。対象：第2号被保険者（40歳～65歳未満）

前年度までに納付されなかった国保税分です。（滞納繰越分）

退職分 ●退職者医療制度：サラリーマンが高齢で退職した場合、退職後に国保に加入することが
一般的ですが、医療の必要性の高まる時期に国保に加入することになり、その医療費の負
担は主として国庫と他の一般被保険者に依存することになり、その緩和策として昭和59年
10月に創設された制度です。この制度は被保険者の医療費の一部を被保険者保険等の拠出
金から賄う点が最大の特色です。この制度は前期高齢者医療制度の発足とともに新規適用
が平成２６年度から停止され、現在は平成２６年度末までの対象者で制度に該当になるこ
とが判明した場合のみ65歳到達まで適用されます（現在被保険者数０人。遡及適用を考慮
し予算計上している）
●退職被保険者：国保の被保険者であって、65歳未満の方、原則として被用者年金の老齢
（退職）年金の受給権者〔通算老齢（退職）年金にあって加入期間が20年以上又は40歳10
年以上の者〕が対象となります。障害年金等の受給者で老齢（退職）年金の受給権を有し
ている者も含まれます。

使用料及び手数料 督促状送付に伴うものです。（1件100円）

国庫支出金

国庫補助金 東日本大震災に伴う被保険者に対する保険税及び一部負担金の免除措置に係るものです。

県支出金

市が支出する保険給付に対する交付金です。任意給付（出産・葬祭・結核等）分は除きます。

市町村での保健事業関係等に対する交付金です。
【特別調整交付金、保険者努力支援、特定健診負担金、都道府県繰入金（2号）】

財産収入

繰入金

一
般
会
計
繰
入
金

●保険基盤安定制度：低所得者を対象とした保険料（税）軽減相当額を国、県、市が公費
で補填する制度です。国(1/2)、県(1/4)負担金は、保険基盤安定負担金として一般会計に
交付されます。

 国民健康保険（賦課・徴収・資格・給付）関係職員に係る費用です。

支出分×2/3

国保会計の安定化のために一般会計から繰り入れるものです。

※法定繰入分といわれるものです。

未就学児に係る均等割保険料（税）軽減相当額を国、県、市が公費で補填する制度です。
国(1/2)、県(1/4)負担金は、未就学児均等割保険料負担金として一般会計に交付されま
す。

基金繰入金 国民健康保険基金を取り崩し繰り入れるものです。令和２年度末残高110,178千円

繰越金 前年度会計からの繰越金です。

諸収入

延滞金 国保税に係るものです。

雑入(第三者、返納金、指定公費等)

保険給付費等交付返納金

合　計

歳入－歳出（繰越または基金積立）

　○　歳入

　　・国保税課税額は令和3年度現行税率で試算（令和3年1２月28日現在）

　　・【歳出合計】2,264,604千円に対する【歳入】として、現年度分国保税を除く歳入（過年度（滞納繰越）国保税、手

　　　数料、国・県補助金、財産収入、一般会計繰入金、繰越金、諸収入）の合計を1,871,238千円と見込む。

　　・現年度分国保税額は、最低限393,366千円（③）担保すれば令和4年度の国保特別会計は決算可。【太枠部分の合計】

資料７　「Ⅾ繰越金・積立金」は、それぞれの改定案
について同様に計算し算出

　　・令和4年度国保事業納付金の一般被保険者分は県による確定係数による算定額を見込む。
　　　（令和3年確定納付金額より約2,676万円の減額）

　　・現年度分国保税額について、被保険者数の減少等考慮しR３.1２.２８調定額 × 96.11％を令和４年度調定額と仮定する。…①

　　・①対し、現年度分国保税収納率の目標である98.70％を積算し、令和４年度国保税収納額と仮定。･･･②

　　・現行税率では、現年度分国保税額について430,710千円の収納額を見込むことができる。

　　・② － ③ ＝ 430,710千円－393,366千円＝37,344千円 ← 次年度繰越金または基金積立見込

　○　歳出　

８



令和４年度国民健康保険特別会計　歳入歳出見込【歳出】
R4収支見込

(単位：千円)

45,303

40,960

一般職給与 30,134

会計年度職員報酬 2,246

一般管理事業 6,445

適正受診対策 1,149

連合会負担金 986

3,905

徴税事務費 3,905

会計年度職員報酬 0

438

1,639,980

1,420,588

○ 一般療養給付費 1,400,000

○ 退職療養給付費 173

○ 一般療養費 15,000

○ 退職療養費 30

審査支払手数料 5,385

210,460

○ 一般高額療養費 210,000

○ 退職高額療養費 150

○ 一般高額介護合算 300

○ 退職高額介護合算 10

6,720

1,350

○ 161

11

〇 690

508,544

343,654

0

122,579

0

42,311

32,243

17,425

608

14,210

26,786

11,748

2,010

110

5

9,301

322

0 決算では０。

合　計 2,264,604

内　　容 説　　明

総務費 国民健康保険事業の運営に係る費用です。

総務管理費

国民健康保険（賦課・徴収・資格・給付）関係職員に係る費用です。

会計年度任用職員報酬（庶務課算定額）※資格・給付関係

事業の運営に係る一般管理費用です。

医療費適正化のためのレセプト点検費用です。

国保連合会への業務委託のための負担金です。

徴税費 　

国民健康保険税の徴収事務に係る費用です。

会計年度任用職員報酬（庶務課算定額）※徴税関係

運営協議会事務費 国保運営協議会に係る費用です。（委員報酬など）

保険給付費
保険給付に係る支出金の合計です。※○のものは費用を県からの補助金
（普通交付金）で賄います。

療養諸費 療養の給付について保険者として負担する額です。

療養費用（医療・薬剤等）の保険給付です。

柔道整復師、補装具の費用などの保険給付です。

レセプト審査に係る費用です。※審査は国保連合会

高額療養費

医療費の1か月の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた額を保険給付（保険
者が負担）するものです。

世帯内の国保加入者について、1年間に「医療」と「介護」の両方に自己負担があり、その額が
自己負担限度額を超えた場合、超えた額を保険給付（保険者が負担）するものです。

出産育児一時金 被保険者の出産に対して給付するものです。1件当たり420,000円

葬祭費 被保険者の死亡に伴い給付するものです。1件当たり30,000円

移送費 緊急的に入院、転院の必要性があって移送された場合に給付するものです。

結核給付金 被保険者が結核による療養の給付を受けた場合に被保険者が負担する額を給付するものです。

傷病手当金
被保険者が新型コロナウイルスに感染（疑い含む）し、4日以上仕事を休んだ場合に給付するも
のです。

国民健康保険事業費納付金 【H30からの制度改正に伴い県に納付するものです。】

県が医療給付費等の見込みを立てた上で、公費等の拠出で賄われる部分を除き、市町
村ごとに医療給付分、後期支援分、介護納付分について納付金額を決定します。市町
村ごとの所得水準と被保険者数・世帯数により配分され医療費水準を反映させます。

※予算ベースのため端数繰上げ

一般医療給付費分

退職医療給付費分

一般後期支援分

退職後期支援分

介護納付金分

保健事業

特定健診等 特定健診・特定保健指導に係る費用です。対象者：40～74歳

健康増進プログラム 医療費抑制のための健康増進、寝たきり予防の推進に関する費用です。

人間ドック
人間ドック受診に対する助成です。
対象者：35歳以上　補助金額：日帰り20,000円　1泊2日25,000円　5歳毎の節目30,000円

基金積立金

諸支出金

保険税還付金 保険税還付金に充てるものです。

還付加算金 保険税の還付加算金に充てるものです。

指定公費負担返還金
高齢受給者（70～74歳）に係る医療費について特例措置（2割→1割）が取られています。特例分
（1割）については国が負担するものですが、過誤等があった場合に返還するものです。

県の保険給付費交付金の前年度精算に伴う返還金です。保険給付費等交付金償還金

国民健康保険事業費納付金償還金 精算に伴う国民健康保険事業費納付金の返還金です。

予備費

９


